
　　（令和６年４月１日～令和７年３月３１日)

◇燃えるごみの収集日

　　毎週 月・木 曜日 （朝８時までに出してください。）

○ ４月２９日、７月１５日、８月１２日、９月１６日、９月２３日、１０月１４日
１１月４日、１月１３日、２月２４日、３月２０日の祝日は、収集を行います。

× ５月６日、１月２日は、収集を行いません。ごみを出さないでください。

◇燃えないごみ（金属類）の収集日

　　毎週 水 曜日 （朝８時までに出してください。）

× ８月１４日、１月１日は、収集を行いません。ごみを出さないでください。

◇資源物の収集日 （朝７時から朝８時に出してください。）

　Ａ・Ｂの各地区（コース）ごとの収集になります。自治会の資源物収集ステーションに記載した
　アルファベットに従って収集します。
　Ａコ－スは、毎月第１土曜日
　Ｂコ－スは、毎月第１日曜日（但し、９月、１２月は８日　第２日曜日）

資源物収集ステーション

ＪＡ大北松崎事業所東 A 馬頭観音前 A

松崎公民館 B

館ノ内公民館 B 館ノ内公民館分館 A

社団地集会所 A

常光寺道祖神前 B 山下集落センター A

丹生子集会所（偶数月）・青島集会所（奇数月） A

閏田公民館 A

曽根原辻場 A

宮本公民館 A 原集会所 A

山の寺生活改善センター A

◇市役所の資源物収集ステーション　
　リサイクルパークまで持ち込めない、自治会の収集日に出せない、大量に発生した世帯などが対象になります。　

　毎週日曜日、市役所本庁舎正面玄関（午前７時から１０時まで）　
　×（但し　６月３０日、９月１日、１２月1日、３月３０日　は収集しません）

※燃えるごみ・金属類・資源物は、収集日に決められた場所へ、朝８時までに出しましょう。
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社地区ごみ・資源物の収集日程表


	社（印刷）

